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契
約
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

通
信
販
売
を
申
し
込
み
、
１
回

だ
け
の
つ
も
り
が
実
は
、
定
期

購
入
だ
っ
た
と
い
う
苦
情
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
で

新
聞
広
告
を
確
認

す
る
と
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
お
試

し
品
を
受
け
取
っ
て
か
ら
１
か

月
後
に
、
商
品
が
届
く
セ
ッ
ト

契
約
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

広
告
で
は
、
小
さ
な
文
字
の

記
載
を
見
落
と
し
て
し
ま
い
が

ち
で
す
。
通
信
販
売
で
は
、
商

品
や
価
格
だ
け
で
な
く
、
購
入

や
返
品
の
条
件
を
し
っ
か
り
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
注
文
後
は
、

広
告
を
保
管
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
送
ら
れ
て
き
た

商
品
に
同
封
さ
れ
た
書
類
に

は
、
必
ず
目
を
通
す
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

新
聞
広
告
を
見
て
、

お
試
し
価
格
の
海
産
物

を
電
話
で
注
文
し
ま
し
た
。

　

数
日
後
、
商
品
が
届
き
代
金

を
支
払
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、

１
か
月
後
に
ま
た
同
じ
商
品
が

届
き
ま
し
た
。思
い
が
け
な
い

こ
と
で
困
っ
て
い
ま
す
。

　

お
試
し
価
格
は
１

度
き
り
で
は
な
く
、
続

い
て
２
回
目
以
降
も
購
入
す
る

ＱＡ

助
言

消費者相談
～通信販売の海産物購入で
　1か月後にまた商品が届く～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆう
ゆうセンター1階、℡  891・5003）

　26年第3回議会定例
会（9 月 30 日～ 10 月
24日）で、選任同意さ
れた元市理事の奥野一
志さん（64 歳）が、11
月 1日付けで副市長に
就任しました。
問 い合わせ　行政経営
室秘書担当（℡  892・
0121）

副市長に
奥野一志さんが就任

高額医療費の
自己負担限度額を変更

問い合わせ　医療保険課
（℡  892・0121）

　

27
年
１
月
１
日
か
ら
、
70
歳
未

満
の
人
が
１
か
月
に
支
払
う
医
療

費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
下
表
の

と
お
り
、一
部
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等

を
持
っ
て
い
る
70
歳
未
満
の
国
保

加
入
者
に
は
、
１
月
初
旬
ま
で
に

27
年
１
月
１
日
以
降
の
認
定
証
を

送
り
ま
す
。

　

送
付
す
る
認
定
証
の
有
効
期
限

は
、
27
年
７
月
31
日
で
す
（
期
限

内
に
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
人

の
有
効
期
限
は
誕
生
月
ま
で
、
１

日
生
ま
れ
の
人
は
誕
生
月
の
前
月

ま
で
で
す
）。詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所得区分
適用
区分

3回目まで 4回目以降

上位所得者

総所得金額等（※）が 901
万円を超える

ア
252,600 円＋医療費が 842,000
円を超えた場合は、その超えた分
の 1％

140,100 円

総所得金額等が 600 万円
を超え 901万円以下

イ
167,400 円＋医療費が 558,000
円を超えた場合は、その超えた分
の 1％

93,000 円

一　般

総所得金額等が 210 万円
を超え 600万円以下

ウ
80,100 円＋医療費が 267,000
円を超えた場合は、その超えた分
の 1％

44,400 円

総所得金額等が 210 万円
以下（住民税非課税世帯を
除く）

エ 57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 オ 35,400 円 24,600 円

※ 「総所得金額等」は、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。

平成 27年 1月からの高額医療費の自己負担限度額（月額）

新給食センターを
建設します

問い合わせ　学校給食課（℡  810・8012）

　

現
在
、
市
立
小
・
中
学
校
の
給

食
は
、
３
か
所
の
給
食
セ
ン
タ
ー

で
調
理
し
て
い
ま
す
が
、
施
設
の

老
朽
化
が
著
し
い
こ
と
や
効
率
化

を
図
る
た
め
、
１
か
所
に
移
転
・

統
合
し
、
新
し
い
給
食
セ
ン
タ
ー

を
建
設
し
ま
す
。

■
計
画
概
要

建
設
場
所　

倉
治
９
丁
目
地
内

敷
地
面
積　

約
６
０
０
０
㎡

延
床
面
積　

約
３
６
０
０
㎡

構　

造　

鉄
骨
造
２
階
建
て

処 

理
能
力　

７
０
０
０
食（
１
日
）

■
施
設
内
容

 

▽ 

衛
生
管
理
の
強
化
＝
下
処
理
・

調
理
・
食
器
の
洗
浄
は
壁
に
よ

り
仕
切
る
と
と
も
に
、
着
替
え

や
手
洗
い
、
エ
ア
シ
ャ
ワ
ー
で
徹

底
し
た
衛
生
管
理
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
水
を
飛
散
し
に
く
く
し

て
、
細
菌
の
繁
殖
を
防
ぎ
ま
す
。

▽ 

最
新
調
理
器
具
の
導
入
＝
ス

チ
ー
ム
コ
ン
ベ
ク
シ
ョ
ン
（
多
機

能
調
理
器
具
）
に
よ
り
焼
き
物

や
蒸
し
物
な
ど
に
対
応
し
、
あ

え
物
機
も
導
入
し
て
、
よ
り
一
層

お
い
し
い
給
食
を
提
供
し
ま
す
。

▽ 

環
境
に
や
さ
し
い
＝
コ
ー
ジ
ェ

ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
廃
熱
発
電
）

や
太
陽
光
発
電
、
生
ご
み
の
液

体
肥
料
化
な
ど
、
環
境
に
や
さ

し
い
施
設
を
目
ざ
し
ま
す
。

▽ 

効
率
的
な
施
設
運
営
＝
最
新
調

理
器
具
の
導
入
や
配
送
の
民
間

委
託
に
よ
り
、
効
率
的
な
運
営

を
目
ざ
し
ま
す
。
ま
た
、
コ
ー

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
光

熱
費
の
削
減
を
図
り
ま
す
。

▽ 

災
害
時
の
炊
き
出
し
拠
点
＝
複

数
の
熱
源
（
電
気
・
ガ
ス
）
確

保
や
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
に
対
応

し
た
釜
の
保
管
に
よ
り
、
災
害

時
に
約
１
５
０
０
食
の
炊
き
出

し
を
可
能
と
し
ま
す
。

27 年度市立・私立
保育所（園）の入所

申し込み

問い合わせ　こども園課（℡  893・6407）

　

27
年
度
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
新
制
度
」が
ス
タ
ー
ト
し
、

27
年
４
月
か
ら
保
育
所
に
入
所
を

希
望
す
る
子
ど
も
の
保
育
所
な
ど

の
利
用
に
は
、
従
来
の
利
用
申
し

込
み
に
加
え
て
、
次
の
と
お
り
認

定
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

提 

出
書
類　
「
保
育
の
必
要
性
の

認
定
申
請
」
と
「
保
育
所
等
の

利
用
希
望
申
込
」

※ 

現
在
入
所
中
の
人
に
は
、
保
育

所
（
園
）
か
ら
必
要
書
類
を
お

渡
し
し
ま
す
。
ま
た
、
入
所
申

込
中
の
人
に
は
、
こ
ど
も
園
課

か
ら
必
要
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。

提 

出
期
限　

12
月
26
日
（
金
）
ま

で

※ 

１
＝
利
用
調
整
は
、
ひ
と
り
親

家
庭
、
生
活
保
護
世
帯
、
生
計

中
心
者
の
失
業
、
子
ど
も
に
障

が
い
が
あ
る
場
合
な
ど
、
優
先

的
に
利
用
が
必
要
で
あ
る
事
情

を
考
慮
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

利
用
調
整
の
結
果
、
入
所
で
き

な
か
っ
た
場
合
は
、
欠
員
が
生
じ

た
と
き
に
限
り
、
27
年
１
月
以
降

に
新
規
申
請
を
し
た
人
と
と
も
に

再
調
整
（
２
月
末
締
め
切
り
）
を

行
い
、
３
月
に
利
用
先
を
決
定
し

ま
す
。
な
お
、利
用
調
整
の
結
果
、

定
員
な
ど
の
都
合
に
よ
り
、
入
所

で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
保
育
の
必
要
性
の
認
定

　

次
の
事
由
が
、
保
育
の
必
要
性

の
認
定
で
考
慮
さ
れ
ま
す
。

▽ 

就
労
（
フ
ル
タ
イ
ム
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
、
夜
間
、
居
宅
内
の
労

働
な
ど
、
基
本
的
に
す
べ
て
の

就
労
を
含
む
）

▽
妊
娠
、
出
産

▽ 

保
護
者
の
疾
病
、
負
傷
、
障
が

い
▽ 

同
居
ま
た
は
長
期
入
院
し
て
い

る
親
族
の
介
護
・
看
護

▽
災
害
復
旧

▽
求
職
活
動（
起
業
準
備
を
含
む
）

▽ 

就
学
（
職
業
訓
練
校
な
ど
に
お

け
る
職
業
訓
練
を
含
む
）

▽
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ
が
あ
る

▽ 

育
児
休
業
取
得
中
に
、
す
で
に

保
育
を
利
用
し
て
い
る
子
ど
も

が
い
て
、
継
続
利
用
が
必
要
で

あ
る

▽ 

そ
の
他
、
前
述
に
類
す
る
状
態

と
し
て
市
が
認
め
る
場
合

市に「保育の
必要性」の認
定と、保育所
などの利用希
望を申請する

➡ 市が認定証
を交付する ➡

申請者の希望
などにより、
市が利用調整
（※ 1）をする

➡ 利用先の決定
後、契約をする

12月26日まで 27年 2月中旬ごろ

～ 契約までの流れ ～
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給
付
金
の
申
請
受
け
付
け
を
１

月
５
日
（
月
）
ま
で
延
長
し
ま
す
。

　

期
日
ま
で
に
、
申
請
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

臨
時
福
祉
金
・
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
給

付
事
業
推
進
室
（
℡  
８
９
２
・

０
１
２
１
）

■ 

給
付
金
の
詐
欺
に
ご
注
意
！

　

給
付
を
装
っ
た
振
り
込
め
詐

欺
、
個
人
情
報
の
詐
取
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。不
審
に
感
じ
た
場
合

は
、
迷
わ
ず
交
野
警
察
署
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▽ 

市
や
厚
生
労
働
省
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作

を
お
願
い
す
る
こ
と
や
、
給
付

の
た
め
に
手
数
料
な
ど
の
振
り

込
み
を
求
め
る
こ
と
は
、
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
、あ
り
ま
せ
ん
。

問 

い
合
わ
せ　

交
野
警
察
署
（
℡  

８
９
１
・
１
２
３
４
）
か
、
警
察

相
談
専
用
電
話（
＃
９
１
１
０
）

臨
時
福
祉
給
付
金
・

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

～
申
請
受
付
期
間
を
延
長
～

１
月
５
日
（
月
）
ま
で

滞納徴収・税収確保
重点月間

問い合わせ　税務室・医療保険課
（℡  892・0121）

■
滞
納
徴
収
重
点
月
間

　

市
は
、
12
月
を
「
滞
納
徴
収
重

点
月
間
」
と
定
め
、
市
税
・
保
険

料
の
滞
納
者
に
対
し
て
、
夜
間
や

休
日
に
電
話
・
訪
問
に
よ
る
催
告

の
実
施
を
強
化
し
ま
す
。

　

市
に
連
絡
の
な
い
ま
ま
滞
納
す

る
と
、
財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど

の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
の
で
、

早
急
に
税
務
室
、
医
療
保
険
課
ま

で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
税（
市
・
府
民
税
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自

動
車
税
）や
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
（
自
動

払
込
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
税
収
確
保
重
点
月
間

　

12
月
は「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

で
す
。
税
収
入
の
確
保
に
向
け
た

取
り
組
み
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

府
は
、
市
町
村
と
連
携
し
、
滞

納
者
に
対
す
る
徹
底
し
た
催
告
や

財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
を
実
施

し
、
納
期
内
に
納
税
さ
れ
た
人
と

の
税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

北
河
内
府
税
事
務

所
（
℡  
８
４
４
・
１
３
３
１
）

市税、保険料の休日・夜間納付相談
平日、昼間仕事などで忙しい人はご利用ください。

夜　間　12月 18日（木）・19日（金）
　　　　いずれも午後 8時まで
休　日　12月 21日（日）
　　　　午前 10時～午後 3時
と ころ　市役所本館１階〈市税＝税務室、国民健康保険・
後期高齢者医療保険料＝医療保険課〉

放課後児童会の
27年度入会申請

問い合わせ　青少年育成課（℡  892・7721）

名　
　

称

実
施
場
所

住　
　

所

○
私
市
児
童
会

私
市
小
学
校
内

私
市
９

－

５

－

10

　

藤
が
尾
児
童
会

藤
が
尾
小
学
校
内

星
田
北
２

－

45

－

１

　

旭
児
童
会

旭
小
学
校
校
庭

星
田
４

－

18

－

１

　

長
宝
寺
児
童
会

長
宝
寺
小
学
校
内

郡
津
１

－

43

－

１

○
妙
見
坂
児
童
会

妙
見
坂
小
学
校
内

妙
見
坂
７

－

20

－

１

　

倉
治
児
童
会

倉
治
小
学
校
内

倉
治
１

－

15

－

１

　

岩
船
児
童
会

岩
船
小
学
校
内

森
北
１

－

25

－

１

　

郡
津
児
童
会
分
室

出
屋
敷
ふ
れ
あ
い
館

私
部
４

－

11

－

８

○
郡
津
児
童
会

郡
津
小
学
校
校
庭

郡
津
４

－

13

－

１

○
星
田
児
童
会

星
田
ふ
れ
あ
い
館

星
田
１

－

49

－

11

　

交
野
児
童
会
分
室

交
野
小
学
校
内

私
部
１

－

54

－

１

○
交
野
児
童
会

交
野
小
学
校
校
庭

私
部
１

－

54

－

１

放課後児童会一覧

申請用紙の配布場所と時間〈12月3日（水）から配布〉
青少年育成課
（青年の家）

9:00 ～ 21:00
（日・月曜日は 17:00 まで）

各児童会
13:00 ～ 18:15（右表○印の児童会
のみ、土曜日 8:30 ～ 18:15 も配布、
日曜日・祝日・第 4土曜日は休会）

※ 祝日と12月27日（土）～ 1月4日（日）・12日（祝）は
休館日のため、青少年育成課・児童会とも配布はしま
せん。

　

市
は
、
子
育
て
支
援
の
一
環
と

し
て
、
放
課
後
の
時
間
に
保
護
者

の
保
護
が
受
け
ら
れ
な
い
児
童
に

対
し
、
安
全
の
確
保
と
健
全
な
育

成
を
助
け
る
た
め
に
、
放
課
後
児

童
会
を
開
会
し
て
い
ま
す
。

※
入
会
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

対 　

象　

市
内
在
住
の
小
学
校
新

１
年
生
〜
新
６
年
生
で
、
保
護

者
の
労
働
・
病
気
な
ど
の
理
由

に
よ
り
、放
課
後
の
時
間
に
適
切

な
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
児
童

※ 

低
学
年
か
ら
順
次
案
内
し
ま

す
。高
学
年
は
入
会
申
請
を
行
っ

て
も
新
規
・
継
続
入
会
に
か
か

わ
ら
ず
、
定
員
に
な
り
次
第
、
入

会
待
機
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

費　

用

▽ 

月
会
費　

５
０
０
０
円
（
同
一

世
帯
で
２
人
目
以
降
の
児
童
は

２
５
０
０
円
）

※
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

育
成
活
動
費　

月
額
３
０
１
０

円（
お
や
つ
代
な
ど
）

申 

請
用
紙
の
配
布　

下
表
の
と
お

り
申 

し
込
み　

1
月
６
日
（
火
）
〜

16
日
（
金
）
ま
で
に
申
請
書
類

一
式
を
添
え
て
、
青
少
年
育
成

課
※ 
受
付
時
間
は
、
配
布
時
間
と
同

じ
で
す
。

税務室からのお知らせ
　  ・事業者のみなさんへ
　  ・固定資産税の減額

問い合わせ　税務室市民税係・固定資産税係
（℡  892・0121）

■
事
業
者
の
み
な
さ
ん
へ

▽ 

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
（
市
・
府
民
税
）

　

27
年
１
月
１
日
現
在
、
交
野
市

に
居
住
す
る
人
に
給
与
・
賃
金
な

ど
（
専
従
者
給
与
・
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
代
含
む
）
を
支
払
っ
た

人
（
給
与
支
払
者
）
は
、
交
野
市

宛
て
に
、
給
与
支
払
報
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

提 

出
書
類　

給
与
支
払
報
告
書

（
総
括
表
と
個
人
別
明
細
書
）

提
出
期
限　

２
月
２
日
（
月
）

※ 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
提
出
も
可
能

▽ 

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
を
お
願

い
し
ま
す
（
市
・
府
民
税
）

　

個
人
住
民
税
（
市
・
府
民
税
）

の
特
別
徴
収
と
は
、
給
与
支
払
者

が
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様

に
、
住
民
税
の
納
税
義
務
者
（
給

与
所
得
者
）
に
代
わ
っ
て
、毎
月
、

従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
住
民

税
を
天
引
き
で
徴
収
す
る
制
度
で

す
。

　

地
方
税
法
に
よ
り
、
原
則
す
べ

て
の
事
業
者
は
、
特
別
徴
収
義
務

者
と
し
て
、
住
民
税
の
特
別
徴
収

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽ 

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す（
固
定
資
産
税
）

　

事
業
用
の
固
定
資
産
（
土
地
・

家
屋
・
自
動
車
を
除
く
）
は
、
償

却
資
産
と
し
て
固
定
資
産
税
の
課

税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

市
内
で
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人（
法
人
・
個
人
）は
、
27
年

１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

提 

出
書
類　

償
却
資
産
申
告
書

（
お
よ
び
種
類
別
明
細
書
）

提
出
期
限　

２
月
２
日（
月
）

※ 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
提
出
も
可
能

申
告
対
象
資
産
の
例　

▽ 

舗
装
路
面
、門
、塀
、外
構
工
事
、

看
板
、
屋
外
給
排
水
設
備
な
ど

（
駐
車
場
・
ア
パ
ー
ト
経
営
）

▽ 

各
種
産
業
用
機
械
お
よ
び
装
置

（
土
木
・
建
設
・
医
療
用
な
ど
）

▽ 

パ
ソ
コ
ン
、
机
、
椅
子
、
ロ
ッ

カ
ー
、エ
ア
コ
ン
な
ど
の
備
品

■ 

住
宅
の
改
修
工
事
に
伴
う
固
定

資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

　

左
表
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
の

改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
申
告

す
る
こ
と
で
家
屋
の
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

申 

告
書
の
配
布　

耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事
（熱損失防止改修工事）

対象となる
住宅

昭和 57 年 1 月
1 日以前に建築
された住宅

平成 19 年 1 月 1 日以前に
建築された住宅（賃貸住宅
を除く）

平成 20 年 1 月 1 日以
前に建築された住宅（賃
貸住宅を除く）

改
修
工
事
の
要
件

工
事
内
容
な
ど

 現行の耐震基準
に適合する改修
工事

▷  65歳以上の高齢者などが
居住している

▷ 廊下の拡幅、浴室・トイレの
改良、手すりの取り付け、床
の段差解消などの改修工事

▷ 現行の省エネ基準に
適合する改修工事 
▷ 窓の断熱改修工事（二
重サッシ化、複層ガラ
ス化など）、床・天井・
壁の断熱改修工事

工
事
費
用

自己負担額 50万円を超える工事

減額の
内容

家屋に係る固
定資産税額の
2 分の 1 が減
額（1戸あたり
120㎡が上限）

家屋に係る固定資産税額の
3 分の 1 が減額（1 戸あた
り 100㎡が上限）

家屋に係る固定資産税
額の 3分の 1が減額（1
戸あたり120㎡が上限）

減額の期間 工事が完了した年の翌年度分のみ

※ 土地および都市計画税の減額はありません。また、耐震改修工事の減額は、
他の制度と重複適用はできません。

▽ 

市
役
所
本
館
１
階　

税
務
室
固

定
資
産
税
係

▽ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.

city.katano.osaka.jp/soshi
ki/zeim

u/

）

※ 

詳
し
く
は
、
税
務
室
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
、
税
務
室
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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市政のうごき市政のうごき 市政のうごき市政のうごき

損益計算書（25年4月1日～ 26年3月31日、消費税抜き、単位：円）
借　方 貸　方

科　目 金　額 科　目 金　額
水道事業費用 1,211,330,9471,211,330,947水道事業収益 1,338,425,5991,338,425,599
　営業費用 1,044,086,956 　営業収益 1,271,041,041
　　原水及び浄水費 350,576,287 　　給水収益 1,213,622,460
　　配水及び給水費 195,327,391 　　受託工事収益 13,229,762
　　受託工事費 12,027,000 　　その他営業収益 44,188,819
　　総係費 201,423,378 　営業外収益 67,384,558
　　減価償却費 281,603,914 　　受取利息 1,289,619
　　資産減耗費 3,128,986 　　分担金 64,846,500
　営業外費用 165,663,387 　　雑収益 1,248,439
　　支払い利息及び
　　企業債取扱諸費 165,223,152

　　雑支出 440,235
　特別損失 1,580,604
　　過年度損益修正損 1,580,604
当年度純利益 127,094,652127,094,652

計 1,338,425,599 計 1,338,425,599
貸借対照表（26年3月31日、消費税抜き、単位：円）

借　方 貸　方
科　目 金　額 科　目 金　額

（資産の部） （負債の部）
固定資産 12,546,260,81012,546,260,810固定負債 622,571,776622,571,776
　有形固定資産 12,525,942,410 　引当金 622,571,776
　無形固定資産 318,400流動負債 395,178,003395,178,003
　投資 20,000,000 　未払金 282,201,081
流動資産 3,527,688,5803,527,688,580 　前受金 24,898,000
　現金預金 3,360,174,048 　その他流動負債 88,078,922
　未収金 160,318,470（資本の部）
　貯蔵品 7,196,062資本金 9,210,794,0059,210,794,005

　自己資本金 307,349,667
　借入資本金 8,903,444,338
剰余金 5,845,405,6065,845,405,606
　資本剰余金 3,638,400,786
　利益剰余金 2,207,004,820

計 16,073,949,390 計 16,073,949,390

25 年度
水道事業の決算

問い合わせ　水道局（℡  891・0016）

　

25
年
度
の
水
道
事
業
に
つ
い

て
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※ （　

）内
は
、
24
年
度
と
の
比
較

で
す
。

■
業
務
実
績

給 

水
人
口　

７
万
８
０
５
４
人

（
３
９
８
人
減
）

年
間
総
配
水
量

　

７
８
６
万
６
１
９
立
方
㍍
（
19

万
９
９
６
４
立
方
㍍
減
、
２
・

48
％
減
）

有 

収
率 

97
・
３
％
（
１
・
０
ポ

イ
ン
ト
減
）

有 

収
水
量　

７
６
５
万
１
７
７
７

立
方
㍍
（
26
万
８
１
９
４
立
方

㍍
減
、３
・
39
％
減
）

■
経
営
状
況

給 

水
収
益　

12
億
１
３
６
２
万
２

千
円（
８
３
３
１
万
１
千
円
減
、

６
・
42
％
減
）

総 

収
益　

13
億
３
８
４
２
万
６
千

円
（
５
１
１
３
万
２
千
円
減
、

３
・
68
％
減
）

事  

業
費
用　

12
億
１
１
３
３
万
１

千
円（
１
１
３
５
万
８
千
円
減
、

０
・
93
％
減
）

純 

利
益　

１
億
２
７
０
９
万
５
千

円
（
３
９
７
７
万
４
千
円
減
、

23
・
８
％
減
）

1立方㍍あたりの費用構成比
構成比 1㎥あたり費用

職員給与費
19.99% 31円28銭

支払利息
13.79% 21円59銭

減価償却費
23.51% 36円80銭

動力費
10.06% 15円74銭

修繕費
3.78% 5円92銭

材料費
0.04% 7銭

薬品費
0.43% 67銭

受水費
14.93% 23円37銭

その他
13.47% 21円9銭

計　100.0% 計 156 円 53 銭

■
主
な
実
施
事
業

建
設
工
事

 

▽ 

梅
が
枝
地
区
非
常
用
連
絡
管
布

設
工
事

交野市職員募集

問い合わせ　総務課
（℡  892・0121）

　

市
の
職
員
を
募
集
し
ま
す
。次

の
職
種
は
、
国
籍
・
性
別
を
問
い

ま
せ
ん
。

第
１
次
試
験
日　

１
月
17
日（
土
）

採
用
予
定
日　

27
年
４
月
１
日

募 

集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　

12

月
15
日（
月
）〜
１
月
９
日（
金
）

▽ 
窓
口
で
の
配
布
＝
市
役
所
本
館

２
階　

総
務
課
、星
田
出
張
所
、

ゆ
う
ゆ
う
セ
ン
タ
ー
１
階　

市

民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

▽ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
＝http://w

w
w
.city.

katano.osaka.jp/

※ 

申
込
書
は
、
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
白

色
普
通
紙
に
黒
色
イ
ン
ク
で
印

刷
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

郵
送
で
請
求
＝
封
筒
の
表
に

「
試
験
申
込
書
請
求
」
と
朱
書
き

し
、
希
望
職
種
を
記
入
し
た
紙

と
、
郵
便
番
号
・
住
所
・
名
前

を
記
入
し
、
３
７
２
円
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
縦
23
・

5
㌢
×
横
12
㌢
の
定
型
封
筒
）

を
同
封
し
、
〒
５
７
６

－

８
５

０
１〈
住
所
記
入
不
要
〉総
務
課

申 

し
込
み　

12
月
15
日
（
月
）
〜

１
月
９
日
（
金
）
の
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
30
分
〈
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
12
月
27
日
〜
１
月

４
日
を
除
く
〉
に
、
市
役
所
本

館
2
階　

総
務
課

職種・募集人数 受験資格

土木・建築職
（2人程度）

昭和 54年 4月 2日以降に生まれ、次の①または②
に該当する人
① 学校教育法による大学・短大など・高校で、土木
または建築に関する専門の課程を修了した人

②  1・2級土木施工管理技士、技術士（建設または上
下水道部門）、1・2級建築士のいずれかの免許・
資格を有する人（27 年 3月取得見込みの人を含
む）

※学歴については、平成27年３月卒業見込みの人を含みます。

市の計画にご意見を

問い合わせ　高齢介護課・障がい福祉課（℡  
893・6400）、健やか総務室（℡  893・6405）

　

市
は
現
在
、
次
の
計
画
の
策
定

に
向
け
た
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、計
画
の
素
案
を
公
表
し
、

市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

① 

交
野
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

及
び
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計

画
（
素
案
）

　

27
〜
29
年
度
の
高
齢
者
福
祉
・

介
護
施
策
の
基
本
と
な
る
計
画
で

す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
24
日

（
水
）
〜
１
月
28
日
（
水
）

担
当
課　

高
齢
介
護
課

② 

交
野
市
第
３
次
障
が
い
者（
児
）

福
祉
長
期
計
画
及
び
交
野
市
第

４
期
障
が
い
福
祉
計
画（
素
案
）

　

27
〜
32
年
度
の
市
に
お
け
る
障

が
い
者
施
策
の
基
本
理
念
と
方
向

性
を
明
ら
か
に
す
る
長
期
計
画

と
、
27
〜
29
年
度
に
障
が
い
者
支

援
体
制
の
計
画
的
整
備
を
目
ざ
す

福
祉
計
画
で
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
24
日

（
水
）
〜
１
月
28
日
（
水
）

担
当
課　

障
が
い
福
祉
課

③ 

交
野
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画
（
素
案
）

　

27
年
度
に
施
行
さ
れ
る
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
に
基

づ
く
、
教
育
・
保
育
、
地
域
の
子

育
て
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
の

計
画
で
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
15
日

（
月
）
〜
１
月
14
日
（
水
）

担
当
課　

健
や
か
総
務
室

■
意
見
の
募
集
に
つ
い
て

素
案
の
閲
覧
場
所

▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽ 
市
役
所
本
館
２
階　

情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー

▽ 

ゆ
う
ゆ
う
セ
ン
タ
ー
１
階　

ロ

ビ
ー

▽
各
担
当
課

意
見
を
提
出
で
き
る
人

▽
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
者

▽ 

市
内
に
事
業
所
（
事
務
所
）
が

あ
る
人
や
法
人
、
団
体

▽ 

市
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人
や

法
人
、
団
体

▽ 

こ
の
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提
出
さ
れ
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全
部
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一

部
を
公
表
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
住
所
や
名
前
な
ど
の
個
人
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報
は
公
表
し
ま
せ
ん
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※
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
。
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人事行政の運営などの
状況（概要版）

問い合わせ　総務課（℡  892・0121）

⑵部門別職員数の状況（単位：人）

部門 区分
職員数 対前年

増減数25年 26 年

一般行政

議会 5 5 0
総務 71 72 1
税務 24 23 -1
民生 97 99 2
衛生 67 68 1
労働 0 0 0
農林水産 5 5 0
商工 4 4 0
土木 32 33 1
小計 305 309 4

特別行政
教育 88 92 4
消防 73 74 1
小計 161 166 5

公営企業
など

水道 23 23 0
下水道 6 7 1
その他 26 26 0
小計 55 56 1

合計［条例の定数］521［728］531[728] 10
教育長除く計 520 530 10
※ 定員管理調査による一般職に属する職員数であ
り、臨時・非常勤職員を除きます。

　

市
の
人
事
行
政
の
公
平
性
や
透

明
性
を
よ
り
高
め
る
た
め
、
現
在

の
運
営
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

今
回
の
内
容
は
概
要
版
で
す
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

⑴任免の状況
①職員採用の状況（26年 4月 1日）

区分 採用人数
事務職 17人
技術職 5人
消防職 4人
指導主事 2人
任期付教職員 7人
合　計 35 人
②退職の状況（25年度）

区分 定年 勧奨 死亡 自己都合他

事務職 6人 3人 － 2人
技術職 2人 － － 5人
消防職 3人 － － －
技能労務職 － 2人 － 1人
指導主事 － － － 2人
合　計 11 人 5人 0人 10人

１．職員の任免および職員数の状況

⑶職員（一般行政職）の初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（26年 4月 1日現在）
区　分 初任給 経験年数 10年 同 15 年 同 20 年
大学卒 185,800 円 259,500 円 294,100 円 325,700 円
高校卒 155,700 円 229,800 円 266,800 円 299,300 円
※ 22年４月から、上記給料月額の 2％カットを行っています。

２．給与の状況①

⑴人件費の状況（普通〈一般〉会計決算）
区分 25 年度
住民基本台帳人口
（26年 3月 31 日現在） 78,114 人

歳出額（A） 246 億 1,247 万円
実質収支 2 億 9,577 万円
人件費（B） 45 億 5,967 万円
人件費率（B/A） 18.5％
24 年度の人件費率 19.7％
※ 人件費には、市長・副市長・議員・各種行政委
員の非常勤特別職の給料・報酬を含みます。

⑵職員給与費の状況（普通〈一般〉会計予算）
区分 26 年度
職員数（A） 504 人

給
与
費

給料 18 億 3,735 万円
職員手当 3 億 5,373 万円
期末・勤勉手当 6 億 7,426 万円
計（B） 28 億 6,534 万円

1 人あたり給与費（B/A） 569 万円
※ 職員数・給与費は、26年度の当初予算です。
※職員手当には、退職手当は含みません。

⑸特別職の報酬などの状況（26年 4月 1日現在）

区分
25 年度支給割合

退職手当 退職手当
支給時期給料・報酬月額 期末手当

市長 742,500 円 3.90 月分 給料月額× 30/100 ×在職月数 任期毎

副市長 700,000 円 3.90 月分 給料月額× 25/100 ×在職月数 任期毎

議長 621,000 円 3.90 月分

副議長 571,500 円 3.90 月分

議員 540,000 円 3.90 月分

２．給与の状況②

①期末・勤勉手当の状況（25年度）

区分
支給割合

期末手当 勤勉手当

6 月期
1.25 月分 0.70 月分

（0.65 月分） （0.35 月分）

12月期
1.35 月分 0.65 月分

（0.80 月分） （0.30 月分）

※（　）内は、再任用職員に係るものです。
※国と同様の支給割合です。

職制上の段階や職務の級などによる加算措置

理事・部長級：20％
次長・課長級：15％
課長代理級：10％
係長級：5％

②退職手当の状況（25年度）

区分
支給割合

自己都合 勧奨・定年・
その他

勤続 20年 23.03 月分 28.7875 月分

同 25年 32.83 月分 38.955 月分

同 35年 46.55 月分 55.86 月分

最高限度額 55.86 月分 55.86 月分

加算措置
定年前勧奨退職者
2～ 20％

平均支給額 761万円 2,523 万円

※   平均支給額は、25年度に退職した全職種
に係る職員に支給された平均額です。

③その他の職員手当（26年 4月 1日現在）

区分 支給内容

扶養手当

配偶者13,000円、配偶者以外1人につき6,500
円、配偶者のいない場合の 1 人目の子など
11,000円、16～22歳の扶養親族（子）は5,000
円加算

住居手当

借家（最高支給限度額）27,000円、持ち家で世
帯主自ら居住する住宅購入などのため、借入金を
償還している場合に購入から5年間は2,500円
※ 制度は廃止しましたが、経過措置として 22
年度中までに要件を満たした場合のみ支給し
ています。

通勤手当

交通機関利用者は 6か月定期代で一括支給（1
か月あたり 55,000 円上限）、交通用具等利用者
は距離により 2,000 ～ 24,500 円（2㌔未満を
除く）

管理職手当
理事 79,000 円、部長 66,000 円、参事 61,000
円、次長 56,000 円、課長 51,000 円、課長代理
42,000 円

地域手当 「給料＋扶養手当＋管理職手当」の 3％

特殊
勤務手当

市が 9種類、水道局が 3種類
主な手当の内容は、ごみ収集作業手当 500 円 /
日、し尿等処理作業手当 350 円 / 日、消防職員
業務手当水火災 200円 /件・救急 100円 /件、
有害危険物取扱業務従事手当 100円 /日

時間外
勤務手当

正規の勤務時間以外に勤務を命じられた場合、
1 時間あたり給与額に 125/100 ～ 160/100
を乗じた額

休日
勤務手当

休日に勤務を命じられた場合、1時間あたり給
与額に 135/100 ～ 160/100 を乗じた額

夜間
勤務手当

正規の勤務時間として、午後 10 時～午前 5
時に勤務をした場合、1時間あたり給与額に
25/100 を乗じた額

⑷職員手当の状況
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分限処分
休職など 22件

懲戒処分
戒告
減給
停職

－
－
－

職務専念義務の免除 営利企業などの従事許可
32 件 1件

※ 職務専念義務が免除されるのは、研修や福利
厚生事業に参加する場合などです。

※ 営利企業などの従事許可とは、営利企業その
他の団体の役員などの地位を兼ねる場合など
に、任命権者の許可が必要となるものです。

⑵自己啓発に関する経費助成
区分 件数 概要

通信教育講座・
連続講座修了 13件 各種講座、語学、大学院など

資格取得 25件

幼稚園教諭の教諭免許
取得および更新、危険
物取扱者、消防整備士
など

⑶勤務成績の評定の状況

　職員の資質向上を目的に、所属長が職員への
指導などを行う中で、職員に対する評価を行
い、人事配置や職員の処遇に反映しています。

⑴健康診断の状況 ⑵福利厚生の状況 ⑶公務災害補償の状況
定期健康診断、有
機溶剤従事者健診、
VDT作業健診、頸肩
腕痛・腰痛検査など

　市職員厚生会では、職員とその家族を対象に職員相互の親
睦と福祉の増進を目的として福利厚生事業を実施しています。
厚 生会の事業＝健康管理・増進事業、宿泊利用補助事業、レ
クリエーション事業など

公務災害申請件数
8 件

通勤災害申請件数
2 件

３．勤務時間その他の勤務条件の状況

４．分限・懲戒処分の状況（25年度） ５．服務の状況（25年度）

６．研修・勤務成績の評定（25年度）

７．福祉・利益の保護の状況（25年度）

⑴勤務条件に関する措置要求の状況＝該当なし ⑵不利益処分に関する不服申し立ての状況＝該当なし
　職員は、地方公務員法により、給与・勤務時間・
その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市
の当局により適当な措置がとられるべきことを要
求することができます。

分限免職処分にかかる不服申立
　職員は、地方公務員法により、懲戒その他意に反
する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申
し立てをすることができます。

８．公平委員会の報告事項（25年度）

⑴勤務時間の状況（26年 4月 1日現在）
1週間の勤務時間 1日の勤務時間
38 時間 45分 7時間 45分
始　業 終　業
午前 9時 午後 5時 30分

※休憩は正午～午後 0時 45分です。
※ 施設など、特別な勤務形態をとる職場は、始業・終業時
間が異なる場合があります。

⑵年次有給休暇の状況（25年度）
総付与日数 総取得日数
20,159 日 6,529 日
対象職員数 平均取得日数
534 人 12.2 日
取得率 ※ 年度途中の退職者

や派遣職員などを
除きます。32.4％

⑴研修の状況
①総務課主催研修
新入職員研修 人権研修 コンプライアンス研修
14 人 110 人 51人

階層別研修 環境研修 熱中症予防研修
132 人 133 人 20人

②派遣研修
大阪府 マッセ大阪 全国市町村国際文化研修所
1 人 79人 4人
河北研修協議会 その他

18 人 27人
③各機関などにおける研修
教育委員会 消防本部 市議会 農業委員会
104 人 55人 5人 4人
選挙管理委員会 監査委員 水道局

24 人 13人 17人

ⓓ
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